
 日時：令和４年１月２１日（金）午後２時から

 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）

 出席：【ワクチン接種体制協議会委員】
各市町村長
公益社団法人鳥取県医師会 渡辺会長
一般社団法人鳥取県東部医師会 石谷会長
公益社団法人鳥取県中部医師会 松田会長
公益社団法人鳥取県西部医師会 仲村副会長、藤瀬常任理事
一般社団法人鳥取県薬剤師会 原会長
公益社団法人鳥取県看護協会 松本会長

【鳥取市保健所】 長井所長
【鳥取大学医学部】千酌教授（アドバイザー）
【県】

知事、副知事、統轄監
新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、福祉保健部
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター

 議題：

（１）症例について

（２）ワクチン接種の推進について

（３）その他

鳥取県新型コロナウイルスワクチン接種体制協議会（第10回）
鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第122回）合同会議
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新規陽性者数推移

管轄保健所 鳥取 倉吉 米子 全県計
累計陽性者数 211 44 394 649

1/4〜1/21の保健所ごとの累計発表陽性者数
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/20）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

1月19日 1月20日 管内935例目
(県内2157例目）

鳥取市 1/18咽頭痛、下痢 県内陽性者の接触者としてPCR検査

1月19日 1月20日 管内936例目
(県内2158例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

1月19日 1月20日 管内937例目
(県内2159例目)

鳥取市 1/17咽頭痛、下痢
抗原キットによる抗原定性検査、PCR検
査

1月19日 1月20日 管内938例目
(県内2160例目)

鳥取市 無症状
抗原キットによる抗原定性検査、PCR検
査

1月19日 1月20日 管内939例目
(県内2161例目)

鳥取市 1/15発熱、頭痛、鼻水 県外陽性者の接触者としてPCR検査

1月19日 1月20日 管内940例目
(県内2162例目)

鳥取市 無症状 県外陽性者の接触者としてPCR検査

1月19日 1月20日 管内941例目
(県内2163例目)

鳥取市 1/18喉の違和感
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査

1月19日 1月20日 管内942例目
(県内2164例目)

鳥取市 1/18 咽頭痛
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査

1月19日 1月20日 管内943例目
(県内2165例目)

鳥取市 1/19 発熱、咽頭痛、頭痛、
倦怠感

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査

1月19日 1月20日 管内944例目
(県内2166例目)

鳥取市 無症状
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査

1月19日 1月20日 管内945例目
(県内2167例目)

鳥取市 1/19 発熱、咳、関節痛
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査

1月19日 1月20日 管内946例目
(県内2168例目)

鳥取市 1/18発熱
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査（１回陰性後再検査）

1月19日 1月20日 管内947例目
(県内2169例目)

鳥取市 1/19 発熱、関節痛、咳
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査（１回陰性後再検査）

1月19日 1月20日 管内948例目
(県内2170例目)

鳥取市 1/18咽頭痛
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査（１回陰性後再検査）

1月19日 1月20日 管内949例目
(県内2171例目)

鳥取市 1/18 発熱
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査（１回陰性後再検査）

1月19日 1月20日 管内950例目
(県内2172例目)

鳥取市 1/17発熱 県内陽性者の接触者としてPCR検査
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＜鳥取市保健所管内935～954例目（県内2157～2175、2180例目）＞



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/20）以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

1月19日 1月20日 管内951例目
(県内2173例目)

鳥取市 1/17咽頭痛 県外陽性者の接触者としてPCR検査

1月19日 1月20日 管内952例目
(県内2174例目)

鳥取市 無症状 県外陽性者の接触者としてPCR検査

1月19日 1月20日 管内953例目
(県内2175例目)

鳥取市 1/15喉の違和感
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査

1月19日 1月20日 管内954例目
(県内2180例目)

鳥取市 1/18発熱、咳、頭痛、倦
怠感

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検
査（１回陰性後再検査）

4

※1月20日陽性確認分の21件（管内955～975例目（県内2240～2259、2265例目））の詳細については調査中



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/20）以降公表事例）

＜県設置保健所管内：県内2176～2179、2181～2239例目＞
陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日、症状 検査実施

1月19日 1月20日 県内2176例目 倉吉 1/19 発熱、咽頭痛 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2177例目 倉吉 1/18 発熱 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2178例目 倉吉 1/19 発熱 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2179例目 倉吉 1/19 片頭痛、鼻づまり 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2181例目 米子 1/17 咳 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2182例目 米子 1/18 発熱、喉の違和感、痰 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2183例目 米子 1/17 喉の違和感、咳、微熱感 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2184例目 米子 1/19 倦怠感 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2185例目 米子 1/18 喉の痛み、鼻水、咳 無料検査を受検

1月19日 1月20日 県内2186例目 米子 無症状 無料検査を受検

1月19日 1月20日 県内2187例目 米子 1/19 発熱 無料検査を受検

1月19日 1月20日 県内2188例目 米子 1/18 発熱 無料検査を受検

1月19日 1月20日 県内2189例目 米子 1/19 発熱、咽頭痛、咳 無料検査を受検

1月19日 1月20日 県内2190例目 米子 1/18 発熱、発疹 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2191例目 米子 無症状 無料検査を受検

1月19日 1月20日 県内2192例目 米子 1/19 発熱、喉の痛み、咳 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2193例目 米子 1/18 発熱、関節痛、倦怠感 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2194例目 米子 1/18 発熱・嘔吐・くしゃみ・鼻水 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2195例目 米子 1/17 発熱、咽頭痛 疫学調査として検査 5



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/20）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

1月19日 1月20日 県内2196例目 米子 1/14 声のかすれ、倦怠感 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2197例目 米子 1/17 鼻水 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2198例目 米子 1/16 発熱、咳、咽頭痛 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2199例目 米子 1/15 咽頭痛 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2200例目 米子 1/18 咽頭痛、倦怠感、頭痛 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2201例目 米子 1/17 倦怠感、のど違和感 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2202例目 米子 1/17 頭痛、全身痛 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2203例目 米子 1/19
発熱、関節痛、のど違和
感

疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2204例目 米子 1/19
発熱、咽頭痛、鼻水、関
節痛

疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2205例目 米子 1/19 発熱、倦怠感 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2206例目 米子 1/19 発熱 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2207例目 米子 1/17 咳 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2208例目 米子 1/17 咽頭痛、発熱、頭痛 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2209例目 米子 1/16 発熱 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2210例目 米子 1/18
発熱、頭痛、咽頭痛、鼻
水

医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2211例目 米子 1/14 発熱 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2212例目 米子 1/18 鼻水、咳 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2213例目 米子 1/17 咳 自費検査を受検

1月19日 1月20日 県内2214例目 米子 1/18 確認中 医療機関を受診し検査 6



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/20）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

1月19日 1月20日 県内2215例目 米子 1/19 発熱、腹痛、咽頭痛 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2216例目 米子 1/17 咳、頭痛、胸痛 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2217例目 米子 1/18 倦怠感、発熱 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2218例目 米子 無症状 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2219例目 米子 1/18 発熱 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2220例目 米子 1/19 発熱 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2221例目 米子 無症状 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2222例目 米子 1/13 咳、咽頭痛、悪寒 自主検査

1月19日 1月20日 県内2223例目 米子 無症状 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2224例目 米子 1/18 発熱、咳、頭痛、関節痛 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2225例目 米子 1/18 頭痛 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2226例目 米子 無症状 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2227例目 米子 1/18 咽頭痛 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2228例目 米子 無症状 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2229例目 米子 1/16 倦怠感、頭痛 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2230例目 米子 1/17 耳痛 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2231例目 米子 1/17 発熱、腰痛、筋肉痛 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2232例目 米子 1/15 喉の違和感 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2233例目 米子 1/16 咳 医療機関を受診し検査

7



新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/20）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日・症状 検査実施

1月19日 1月20日 県内2234例目 米子 1/17 頭痛、発熱 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2235例目 米子 1/17 発熱 疫学調査として検査

1月19日 1月20日 県内2236例目 米子 1/17 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2237例目 米子 1/19
発熱、頭痛、体の痛
み

医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2238例目 米子 1/17 咳 医療機関を受診し検査

1月19日 1月20日 県内2239例目 米子 確認中 疫学調査として検査

8

＜陽性判明の端緒＞
・1973例目の疫学調査 １名 ・2013例目の疫学調査 １名 ・2014例目の疫学調査 ２名
・2021例目の疫学調査 １名 ・2059例目の疫学調査 １名 ・2085例目の疫学調査 １名
・2086例目の疫学調査 ２名 ・2090例目の疫学調査 １名 ・2099例目の疫学調査 ２名
・2109例目の疫学調査 １名 ・2111例目の疫学調査 １名 ・2114例目の疫学調査 ５名
・2118例目の疫学調査 １名 ・2125例目の疫学調査 １名 ・2127例目の疫学調査 １名
・2129例目の疫学調査 １名 ・2139例目の疫学調査 １名 ・2143例目の疫学調査 ２名
・2209例目の疫学調査 ２名 ・2211例目の疫学調査 ２名 ・県外陽性者の疫学調査 １名
・疫学調査以外 ３２名

※1月20日陽性確認分の64件（県内2260～2264、2266～2324例目）の詳細については調査中



クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（34例目）

１ クラスターが発生した施設
鳥取市内建設現場の休憩室

２ クラスターと認められる施設への⽴⼊りが確認された陽性者
１２ 名
※陽性確認日
1/16,17,18︓各1名、1/19︓6名、1/20︓3名

３ 患者対応
陽性者は入院等で対応

４ 現時点の聞き取りから推察される発生要因
・体調不良者の出勤

※詳細については今後確認

感染者が利⽤していた施設で、県内34例目となる新型コロナウイルス感染症のクラス
ター（５人以上の患者集団）が発生したことが、1/20（木）に確認されたため、条例
に基づき以下のとおり対応する。

9



根拠条文（まん延防止のための措置）
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使⽤人その他の従

業者⼜はその利⽤者若しくは当該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合
には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者⼜は当該施設を使⽤して催物を開催する者は、直ちに、
感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部⼜は一部の
使⽤を停⽌するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協⼒し、及び当該施設⼜は催物における
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するための適切な措置を講じなければならない。

対応状況

• 条例に基づき、施設側に調査への協⼒と施設の使⽤停⽌を含む感染拡⼤防⽌措置の実施を求めた。
• 施設側は、施設を１/20（木）から使⽤停⽌しているほか、保健所の指⽰に基づき感染拡⼤防⽌に協⼒し

ており、利⽤者情報の提供、検査対象者への連絡を⾏っている。
• 今後、施設の感染対策の点検調査のため、クラスター対策特命チームや鳥取県新型コロナウイルス感染症

対策専門家チームの派遣を予定。

５ クラスター対策条例に基づく対応状況

10



11

根拠条文（公表）
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使⽤者若しくはこれらの使⽤人その他の従業者⼜はその利

⽤者若しくは当該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型
コロナウイルス感染症のまん延を防⽌するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設⼜は催物
の名称その他のクラスターが発生した施設⼜は催物を特定するために必要な事項及び当該施設⼜は催物にお
けるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使⽤者の協⼒によりクラスターが発生した
施設⼜は催物の全ての従業者、利⽤者⼜は参加者に対して直ちに個別に連絡を⾏った場合は、この限りでな
い。

対応状況

• 全員に連絡した事実を確認するため、施設側から関係者等の情報を提供していただいた。
• 施設側から、直ちに利⽤者等全員に連絡したとの説明を受けており、公表は⾏わない。
• 施設側からすべての利⽤者にPCR検査を受検勧奨している。
• 今後、説明と矛盾する事実が判明した場合には、公表も視野に対応。

根拠条文（必要な措置の勧告）
第8条第1項 知事は、第６条第１項に規定する場合において、施設使⽤者が正当な理由がなく直ちに同項の

規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使⽤者に対し、期間を定めて当該施設の全部⼜は一部の
使⽤の停⽌その他の当該施設⼜は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するための措置
及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

対応状況

• 施設は、１/20（木）から使⽤停⽌中。
• 今後、感染拡⼤防⽌措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を⾏うよう勧告する。



建設工事における感染防止対策について

建設工事関係者に対して、工事現場の感染防止対策と、県外からの転
入対策について再徹底。

・県発注工事は対応を義務付け
・市町村等には対応を要請（特に大規模工事に対する対策の徹底を要請）

【要請先】
国、市町村、広域⾏政組合、
各公益財団法人、各業界団体

■建設工事現場での感染防止対策
現場等において感染防止対策の再徹底
業務外の⽇常⽣活においての⾏動⾃粛を
周知徹底

■県外からの建設工事関係者の転入対策
(1)県外からの転⼊は極⼒控えると共に、必要に

応じて⼯事⼀時中止、⼯期延伸を⾏う。
(2)やむを得ず転⼊してくる場合

①転⼊する前の10⽇間、外出を⾃粛する。
②その後、ＰＣＲ検査を受診し、陰性が確認
された後に転⼊する。

③転⼊後、業務外においても不要不急の外出
を控え、懇親・会食をはじめ、人と人との接触機会を減らす。

朝礼におけるポイント
・マスク、手指消毒等の感染防止対策の徹底
・朝礼時の体温測定
食事・休憩時のポイント
・休憩室等の窓・ドア等の常時開放や定期的な
換気の励⾏

・⾞中における食事・休憩の励⾏、休憩時間の分散化
・更⾐室や休憩室等での⼀定の対人距離の確保
・簡易なパーティション（アクリル板等）による密接の
防止
・手洗い時のタオルの撤去（ペーパータオルの利⽤等）
現場作業や移動時のポイント
・作業員の配置のブロック分けによる密接した作業の
回避
・⾞両での移動時の同乗・相乗りを避け個別の移動
を励⾏
・現場と⾃宅の直⾏直帰の推奨

現場での感染防止対策

12



地域 発令区分 備考

東部地区 警報 1/9～

中部地区 警報 1/12～

西部地区（日野郡） 警報 1/7～

鳥取県版新型コロナ警報（１月２１日現在）

13

米子市・境港市・西伯郡に「特別警報」を発令中です。

このほかの地域でも感染拡大の様相があり、オミクロン

株の極めて感染しやすい特性から、感染予防対策を徹底

してください。

地域 発令区分 備考

米子市・境港市
・西伯郡

特別警報 1/18～



◎県民のみなさまへ

オミクロン株であっても基本的な感染予防策は変わりません。

ウイルスは対策の隙を狙っています。

感染予防策の徹底をお願いします。

オミクロン株感染警戒情報

県内全域で、オミクロン疑いも含め、オミクロン株

の複数の感染例が確認されており、警戒が必要で

す

14

区 域 全 県



「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

判断指標 数値 （1月20日現在）

本県独⾃目安
➡※に基づき総合的に判断
Ⅱ Ⅲ Ⅳ

新規陽性者数（対人口10万人/週） 82.８人
（４６０人/５５．６万人×10万人）

10人/週 30人/週 50人/週

最大確保病床使用率 ３１.４％
（１１０/３５０床）

１５％ ５０％ ８０％

重症病床使用率 ０．０％
（０/４７床）

－ ５０％
全療養施設使用状況
（療養者数/（最大確保病床数＋宿泊療養居室））

０．６１８
（441/（３５０床＋３６４室））

－ － １

参考指標 数値（1月２０日現在）

療養者数（対人口10万人/週） ７９.４人
（４４１人/５５．６万人×10万人）

PCR陽性率（直近１週間） ６．１％
（４６０/7,540件）

感染経路不明割合（直近１週間） １８.５％
（８５/４６０件） 15

※レベル2：新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病
床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができている

3：・一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

• 軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置い
て運用

• コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることか
ら、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」

• 対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく
• 今後さらなる感染拡大が続けば、まん延防止等重点措置も視野に入れて検討を行う



政府分科会が示す新たな指標の
【 暫 定 運 用 】 本 県 の レ ベ ル 移 行 判 断 目 安

新指標 鳥取県版新型コロナ警報
発令基準【暫定運用】

※圏域ごとに基準に達した時発令
レベル 状況

本県におけるレベル移行判断目安
※専門家の意見を踏まえ総合的に判断

レベル0 ・新規陽性者数ゼロを維持

レベル1

・安定的に一般医療が確保

・コロナ医療も対応可能

レベル2

・新規陽性者数が増加傾向

・一般医療と新型コロナ医療
の負荷が生じはじめている
が、病床数増加でコロナ医
療が必要な人へ適切な医
療ができている

■ 新規陽性者数１０万人あたり１０人/週
（実数約５５人）

■ 最大確保病床数使用率１５％

■ 予測ツール等で試算した３週間後の必要
病床数が最大確保病床数５０％に達する
場合

レベル3

・一般医療を相当程度制限し
ないと、コロナ医療が必要
な人への適切な医療がで
きない

■ 新規陽性者数１０万人あたり３０人/週
(実数約１７０人）

■ 最大確保病床数使用率５０％

■ 重症病床数使用率５０％

■ 予測ツール等で試算した３週間後の必要
病床数が最大確保病床数に達する場合

レベル4

・一般医療を大きく制限して
も、コロナ医療に対応でき
ない

■ 新規陽性者数１０万人あたり５０人/週
(実数約２８０人）

■ 最大確保病床使用率８０％

■ 療養者数が最大確保病床数と宿泊療養施
設の計を上回っている場合

警戒情報(警報の1/3）

東部20人・中部10人・西部20人/週
（10万人あたり約８人/週）

現時点確保病床稼働率15％

警報
東部55人・中部25人・西部５５人/週

（10万人あたり約25人/週）

現時点確保病床稼働率25％

特別警報

東部70人・中部３０人・西部７０人/週
（10万人あたり約30人/週）

現時点確保病床稼働率50％

注意報（警戒情報の1/2）

東部１０人・中部５人・西部１０人/週
（10万人あたり約4人/週）

16



追加接種前倒しに係る新たな国方針とワクチン供給量

３月から、
・その他高齢者の接種間隔 ７カ月 ⇒ ６カ月 更に１カ月前倒し（2カ月短縮）

・一般・職域の接種間隔 ８カ月 ⇒ ７カ月 １カ月前倒し（1カ月短縮）

＜新たな国方針＞

＜追加接種前倒し⽤として本県に供給されるワクチン数量等＞
ワクチン種類 区分 配送予定時期 配分数 接種可能数
ファイザー ４クール ２／２８〜 １３箱 １５，２１０回
ファイザー ５クール ３／１４〜 ２６箱 ３０，４２０回

計 ３９箱 ４５，６３０回

ワクチン種類 区分 配送予定時期 配分数 接種可能数
モデルナ ３クール ２／２１〜 １７８箱 ２６，７００回
モデルナ ４クール ３／７〜 １７８箱 ２６，７００回
モデルナ ５クール ３／１４〜 １５７箱 ２３，５５０回
モデルナ ６クール ４／４〜 ２１４箱 ３２，１００回

計 ７２７箱 １０９，０５０回

➡４月までの前倒しに必要なワクチンが供給される
17



追加接種前倒しについて

開始時期 種別 接種間隔

12/17～
医療従事者等
高齢者入所施設等入所者

６か月

2/1～ 一般の高齢者 ７か月

3/1～
一般の高齢者
一般のかた

６か月
７か月

【医療従事者】
接種計画前倒しにより コロナ協⼒病院について

１月中に完了⾒込
その他の病院も２月初旬には接種完了⾒込

【市町村】
 全ての市町村での１月中に一般高齢者の接種開始を目指す

すでに一般高齢者接種開始 ６市町村
 全ての市町村での２月に一般高齢者の前倒し（８か月→７か月） を目指す
 全ての市町村で３月から一般高齢者（６か月）、一般のかた（７か月）の

前倒し実施を目指す
 一般接種の更なる前倒し（７か月→６か月）についても、国のワクチン供給

を前提として接種体制等に余⼒のある市町村においては可能な限り取り組む
【職域接種】

当初予定

前倒し

＜国の前倒し方針＞

３月 ４月 ５月 計

6会場 3会場 ２会場 １１会場

３月 ４月 ５月 計

2会場 ６会場 ３会場 １１会場 さらに職域接種の
参画を働きかけ
現時点で８事業者（11会場）が
参画を検討中※1/19時点検討状況

（接種を開始する月）

18



追加接種前倒しの加速化

３月末までを強化期間として、各実施主体による集中的な取組を実施
⇒ 市町村、医療機関、職域、県がそれぞれ追加接種の前倒しを強⼒に推進

主体・月 １月 ２月 ３月 ４月～

市町村・医療機関

職域（企業、団体、
事業者、大学、国
機関）

県
県営大規模接種センター

（県内６カ所開設・３万人規模 〜３月）

＜主体別取組・スケジュール＞

鳥取型共同プロジェクト

個別接種（医療機関）
市町村営集団接種会場

単独開催

医療従事者、
高齢者施設接種

前倒し前の対象人数 7,400人 25,000人 74,000人 91,000人
前倒し後の対象人数 27,000人 111,000人 117,000人 73,000人 19



県営大規模ワクチン接種センターの概要

＜設置目的＞
・オミクロン株感染拡大防止を図るため、ワクチン追加接種を加速化

＜設置箇所数・接種総数＞
・１月下旬、県中部１か所に前倒し開設、２月には、県内６か所（東部２、中部

２、⻄部２）に開設し、国によるワクチンの十分な供給を前提として、
３月末までに約３万人分の追加接種を完了

エリア 東 部 中 部 ⻄ 部

会 場 新日本海新聞社 倉吉シティホテル 米子しんまち天満屋

県保健事業団
（東部）

県保健事業団
（中部）

県保健事業団
（⻄部）

使⽤ワクチン モデルナ社製（市町村配分のワクチンを活⽤）

20



オミクロン株感染
防止には追加接種

が有効です︕
会 場 倉吉シティホテル （倉吉市山根543-7）

期 日 １月２９日（土）、３０日（日）

種 類 武田／モデルナ社製

対象者 鳥取県民（全県対象）
※２回目接種完了後、６～７か月以上経過

した高齢者の方で接種券がある方

本日（１月２１日）から予約受付を開始します！

県営大規模ワクチン接種センターで追加接種を開始

（完全予約制）

ファイザーとモデル
ナの交互接種で
抗体値アップ︕

21



職域追加接種を実施する団体（単独で実施する団体）
職域追加接種の推進について

鳥取型職域共同接種体制推進プロジェクト（共同で実施する団体）

初回接種を⾏った職域団体のうち、11会場が職域追加接種の実施を登録済み
会場名 会場地 備考 会場名 会場地 備考

鳥取商工会議
所

鳥取市 鳥取商工会議所と会員企
業

鳥取⼤学（米子） 米子市

サンマート 鳥取市 サンマートと関係企業 JR⻄日本米子⽀社 米子市

鳥取⼤学（湖
山）

鳥取市 陸上⾃衛隊米子駐
屯地

米子市

ジャパンディ
スプレイ鳥取
工場

鳥取市 ジャパンディスプレイと
鳥取銀⾏

境夢みなとターミ
ナル

境港市 境港水産振興協会と
関係企業

気高電機 鳥取市 気高電機と近隣企業 航空⾃衛隊美保基
地

境港市

鳥取中央物流
センター

湯梨浜
町

中部観光推進機構と近隣
企業

複数の団体で共同接種を⾏う当プロジェクトへの参画を県から働きかけており、
現時点で県庁職域会場を含め８事業者（11会場）が参画を検討中
⇒ 国の新たな追加接種１カ月前倒し方針に基づき、なるべく早期に実施で

きるよう、県として必要なバックアップを実施 22



ワクチンの追加接種をご検討ください
◎ワクチンはオミクロン株にも有効です。

ファイザー、モデルナいずれも高い効果があります

◎１・２回目と3回目とで異なる種類のワクチンを接種することも可能です
�ファイザーのワクチンを２回接種した人が３回目にモデルナの追加接種

をすると、２週間から４週間後には発症を防ぐ効果は６５％～７５％にあ
がったというイギリスのデータもあります

◎追加接種の副反応はほとんどが軽症で安全性に問題はありません

23



オミクロン株に対応した在宅療養あんしんサポート体制

 保健所と医師会、看護協会、薬剤師会が連携し、重層的な健康サポート体制を構築
 市町村とも連携し、きめ細かな⽣活支援を実施

在宅等⽀援センター（保健所内）

在宅療養サポートの全体調整
⇒全庁を挙げて応援体制を拡充

〈拡充〉 診療所・薬局
医師の電話診療＋対⾯診療
小児科医によるipadを活⽤した診療
鳥取方式安心投薬システムによる処方
⇒経⼝治療薬にも対応

かかりつけ医、薬剤師による健康観察

保健所・訪問看護ステーション
保健師・訪問看護師による24

時間健康サポート
⽣活支援物資の調達・配送
パルスオキシメーターの全⼾配布

⇒感染拡大に備え追加調達

〈拡充〉 市町村
市町村保健師による健康サ

ポート
生活⽀援物資の調達・配送

患者の症状等を情報共有し、きめ細かな健康サポート・生活支援を実施

〈新設〉 県庁HER-SYS班
My HER-SYS情報により健康状態を把握
有症状時は電話により症状確認

情報共有

24



在宅療養のしおり ～安心して在宅療養していただくために～

オミクロン株感染の特徴
 感染から発症までの期間が約２〜3⽇と

短い
 約９割に発熱や咽頭痛などの風邪症状

があり、高熱の発現もみられる

在宅療養中の注意点

My HER-SYSをご活用ください
〇「My HER-SYS」は、在宅療養者等がスマホを活

用し、ご自身で健康状態を日々入力するツール

〇入力された情報から在宅療養者の健康状態を把
握し、健康サポートを実施

在宅療養者在宅療養者

ショートメールを送付

在宅等支援センター在宅等支援センター

＜入力画面＞

＜文面例＞

本人がスマホ等で入力
（２回/日）

※来週から、さらに詳細な情報を記載した「在宅療養のしおり」を全員に配布

家ではどんな感染対策が必要︖
できるだけ個室で過ごし、身の回りのものは
共⽤しないでください。こまめに手洗いや換
気をしてください。

食料の確保に困ったら・・・
食料が確保できないかたには保存食セットを
お届けします。また、経口補水液やゼリーな
ど、発熱者の体調に配慮した食料品を必要
に応じてお届けします。

健康観察票等でお伝えする連絡先へご連絡
ください。24時間体制で電話対応します。

体調が思わしくない場合

25



在宅療養者支援に関する県・市町村連携

⾷料品、生活必需品等の購入の代⾏及び配布
在宅療養者の健康観察（保健師等）

26

※保健所と住居地市町村とが在宅療養者情報の共有を⾏うに当たっ
ては、在宅療養者の意向に配慮するとともに、適切に対応する。

市町村と連携・共同して実施する内容

鳥取県・鳥取市と県内市町村が、連携して在宅療養者
の⽀援を実施する体制を構築。
（県、市町村が連携事業に関して覚書を締結）

→きめ細やかな療養者サポートの実施が期待できるほか、
更なる感染拡⼤に対しても対応⼒を強化



＜基本ルール＞

【検査手段確保が困難な事業者への支援策】

待機期間は最終暴露日（陽性者との接触等）から１０日間

〇事業者において当該濃厚接触者の業務従事が事業継続に必要と判断

〇無症状であること

〇原則、事業者の費用負担により、最終暴露日から６日目にPCR検査又は

抗原定量検査、又は６日目と７日目に抗原定性検査を行い、陰性確認

待機要請を解除（保健所への連絡は不要）
※ただし、業務従事の際は事業者において感染対策を徹底し、１０日目までは当該業務以外の不要不急の

外出は極力控え、公共交通機関利用を避けること

※社会機能維持者の対象は、政府「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の「（別添）事業の継続が求め
られる事業者」に掲げる事業に従事する者とする

県内の無料PCR等検査場所で６日目のPCR検査等に対応予定
※事業者には事前予約と検査依頼書の提出をお願いすることとします

＜社会機能維持者の特例措置＞

27

濃厚接触者の待機期間短縮措置



社会機能の維持のために事業の継続が求められる事業者

28

１．医療体制の維持
全ての医療関係者
※病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸⼊・製造・販売、献⾎を実施
する採⾎業、⼊院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・
サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

３．国⺠の安定的な生活の確保
 ⾃宅等で過ごす国⺠が、必要最低限の生活を送るために不可⽋なサービスを提供する事業者

① インフラ運営関係（電⼒、ガス、ＬＰガス、上下水道、通信・データセンター等）
② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸⼊・製造・加⼯・流通・ネット通販等）
③ ⽣活必需物資供給関係（家庭⽤品の輸⼊・製造・加⼯・流通・ネット通販等）
④ 宅配・テイクアウト、⽣活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等）
⑤ 家庭⽤品のメンテナンス関係（配管⼯・電気技師等）
⑥ ⽣活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等）
⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等）
⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等）
⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等）
⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、⾃家⽤⾞等の整備等）

４．社会の安定の維持
 社会の安定の維持の観点から、企業の活動を維持する

ために不可⽋なサービスを提供する関係事業者
① ⾦融サービス（銀⾏、信⾦・信組、証券、保険、クレジットカード等）
② 物流・運送（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾、航空・空港、郵便等）
③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機等）
④ 企業活動・治安維持に必要なサービス（ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ、ｾｷｭﾘﾃｨ関係）
⑤ 安全安心に必要な社会基盤

（河川や道路等の公物管理、公共⼯事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等）
⑥ ⾏政サービス等（警察、消防、その他⾏政サービス）
⑦ 育児サービス（保育園・託児所等）

５．その他
 医療、製造業のうち、設備の特性上、⽣産停止

が困難なもの（高炉や半導体⼯場等）、医療・
支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に
不可⽋なもの（ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ上の重要物を含
む。）を製造している事業者

 医療、国⺠⽣活・国⺠経済維持の業務を支援
する事業者

 学校・幼稚園(学校における新型コロナウイルス
感染症に関する衛⽣管理マニュアル等を踏まえ)

２．⽀援が必要な方々の保護の継続
高齢者、障害者等、特に⽀援が必要な方々の居

住や⽀援に関する全ての関係者
※介護⽼人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設⼊所
者への食事提供など、高齢者、障害者等が⽣活する上で必要な物資・サービ
スに関わる全ての製造業、サービス業を含む。
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和4年1月１９⽇）」
 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に必要不可⽋な業務を⾏う事業者は、国⺠⽣活及び国⺠経済安定のため、業務

継続計画の点検を⾏い、事業の継続を図る。
 国⺠⽣活・国⺠経済の安定確保に不可⽋な業務を⾏う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務（テレワーク）

の積極的な実施に努める。

社会機能の維持のために必要な業務の継続

29

コロナ禍における業務継続の主なポイント

 社会機能維持に必要不可⽋な業務の選定
 上記業務を継続するために必要な体制の検討
 ⼀度に感染拡⼤しない体制の構築
（分散勤務、在宅勤務、スプリット・チーム制（交代勤務）の導⼊）

社会機能の維持に必要不可⽋な業務(エッセンシャルワーク)を⾏う事 業者の皆さんは、
住⺠にとって⼤切な存在です。
コロナ禍であっても感染拡⼤を防ぎ、業務を継続することができ
る取組をお願いします。



無料検査の期間延長

特措法24条9項による要請

 区 域 鳥取県全域

 期 間 令和4年２月28日(月)まで
 対 象 無症状の県民（帰省者への要請は1/23(日)で終了）

 要請内容 感染不安を感じられる方は検査をお受けください
（ワクチン接種・未接種を問わない）

 検査費用 無料

次の皆さんは、特に積極的に検査を受けてください。
 感染拡大地域に行かれた方

 感染拡大地域の方と過ごされた方
 受験等で県外に行かれた方

～特措法２４条９項による受検要請～

無症状で不安を感じる県民の皆様は、ぜひ検査をお受けください。
（２月28日(月)まで要請を延長）

特措法第２４条第９項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、皆様に協力をお願いする制度です。

症状のある方、陽性者の接触者の方は対象となりません。

かかりつけ医又は受診相談センターに連絡してください
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無料検査場所の拡大

無料検査可能な検査場所
※検査場所の詳細は県ＨＰをご覧ください
※予約不要ですが、事前に検査場所に直接電話で連絡

をお願いします

検査場所は順次拡大中 （複数の機関から申請があり現在準備中）

31

土日も実施中

【無料検査に関してご不明な点のお問合せ先】
１／２１（金） 鳥取県無料検査コールセンター開設

［☎０５７０－７８３－５６３］（土日含む毎日、９時～１７時）

現在、県内3４か所の無料検査場所があります。

（薬局・衛生検査所等）

東部圏域１２ヶ所、 中部圏域１２ヶ所、 西部圏域１０ヶ所
ご要望の多い“土日”も対応できる検査場所等が各圏域にあります



オミクロン株の感染拡大に対応するため、高齢者施設等の

社会福祉施設が行うPCR検査等への支援について、

当面、補助対象の拡大や補助率の引上げなど大幅に拡充し、

新型コロナ陽性者の早期発見を図ります。

高齢者施設等が行うＰＣＲ検査支援の機動的な実施

区分 変更前
補助対象
の拡大

社会福祉施設等の職員
が行うＰＣＲ検査等

補助率の
引上げ

２分の１

変更後
社会福祉施設等の職員、
利用者が行うＰＣＲ検査
等
１０分の１０
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 不急業務の先送り等を⾏い、⻄部地区の職場全体でオミクロン株対策
に全⼒で取り組む「オミクロン株緊急体制」にシフトする（1/20〜）

 ⻄部総合事務所⻑を「⻄部地区新型コロナウイルス対策本部⻑」に任
命し、保健所応援事務の総括を⾏う

「県庁（西部地区）オミクロン株緊急体制」へのシフト

【西部地区の他所属】（観光、建築、農業改良普及担当）

不急業務の先送り等を行い、オミクロン株対策を優先

【本庁】
オミクロン株対策の優先により実施困難となった急ぎの業務も応援

増強
オミクロン株が収束するまでの間、
職員を固定して派遣（最大１００人）

【米子保健所等】
オミクロン株対策のための体制を拡充
＜主な新規・拡充業務＞
〇増加する積極的疫学調査への対応（陽性者への聞取りなど）
〇在宅療養者への供食等支援
〇ＰＣＲ検査・検体の管理

応援

応援
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■職員・同居家族が濃厚接触者等になった場合の取扱い
⼀定期間は在宅勤務で経過観察し、⾏政サービスは社会安定の維持に必要であることから
最短６⽇で陰性確認をしたうえで職場復帰

職員が濃厚接触者と
して検査を受ける場合

・保健所の要請に従いＰＣＲ検査を受検
・陰性であっても在宅勤務
⇒無症状であること、所定の検査で陰性が確認された場合は最短６⽇で職場復帰

同居家族・同僚が濃
厚接触者として検査を
受ける場合
【県独⾃ルール】

・同居家族・同僚の陰性が確認されるまで在宅勤務
さらに、同居を継続する場合
・同居家族が陰性であっても在宅勤務
⇒同居家族全員が無症状であること、所定の検査で職員の陰性が確認された場合
は最短６⽇で職場復帰

感染拡大防止と業務継続を両立するための県庁の取組

※同居家族が学校・職場で⼀⻫検査を受ける場合は、陰性が確認されるまで在宅勤務【県独⾃ルール】
＜所定の検査＞
①接触から６⽇目にPCR検査・抗原定量検査 又は ②接触から６⽇目と７⽇目に抗原定性検査

■バックアップ体制の確保
新型コロナ対策に全⼒で取り組むことを前提に、不急の業務の先送り等を⾏い執務室内の職員を

削減し、感染リスク低減を図るとともに、所属の状況に応じてバックアップ体制を確保する
コロナ対策を担う職場 ２班体制の運⽤、別室勤務の活⽤
業務維持が必要な職場
（危機管理・会計など）

２グループに分け、半数の職員は会議室等の別室で業務を⾏う
本庁と地方機関で相互にバックアップ

その他の所属 ２グループに分け、半数の職員はコロナ応援業務や在宅・別室勤務を⾏う
（最小限の非常時優先業務を⾏う）

応援
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教育委員会
県⽴学校の緊急点検を踏まえた市町村の対応について

⻄部地区県⽴学校の緊急点検（１月19日（水）実施）
・感染対策チェックリストに基づき管理職から聴き取りを⾏うとともに、

部室、職員室等の現地確認を⾏った結果、特に問題はなかった。

＜主な点検内容＞
⬤聴き取り項目

☑緊急時の連絡体制 ☑マスク・消毒液の備蓄 ☑生徒の健康観察の徹底
☑共⽤場所等の定期的な消毒 ☑マスク着⽤、手洗いの指導 等

⬤現地確認内容
①教室・体育館（換気等）②職員室（感染対策等）③部室（掲示等）

＜特記事項＞
・生徒がアクリル板等を制作 ・掲示板（液晶テレビ）で感染対策共有
・生徒会がコロナ対策を校内放送 ・非接触型の体温計の複数設置 等

◎オミクロン株の感染が急拡大する中、学校の感染防止
対策を徹底するため、市町村におかれても、同様の点検
をご検討お願いします。

→県教育委員会も、情報提供や人的支援等を実施

先日実施した県⽴学校の緊急点検について、学校における感染防止対策をより一層徹底
するため、各市町村についても点検実施の働きかけを⾏う。
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 マスクはすき間なく正しく着用、できれば不織布マスクのご利用を

 手洗い、換気（暖房中も含め）、消毒など、感染防止対策のレベルアップを

 無症状でも感染不安を感じられる方は、積極的に検査を受けてください

 感染拡大地域との往来については、慎重に判断を、やむを得ず行かれる際
は、徹底した感染防止対策を

 家庭内でも「親しき仲にもマスクあり」、換気、消毒など感染対策の徹底を

 飲食の際は、感染対策が徹底された認証店で、会話の際はマスクの着用、
大騒ぎしないなどマナーを守って、お店の感染対策の呼びかけに協力を

 風邪症状はコロナ感染の重要なサイン！体調悪ければ無理をしないで

 あなたと大切な人を守るため、積極的にワクチン接種の検討を
（ワクチン接種後も感染防止対策の徹底をお願いします。）

オミクロン株感染防止強化月間

全国でオミクロン株による感染が広がっており、本県もその影響を受けており

全県的に特に注意する段階に入りました

感染を拡大させないために、感染防止対策のレベルアップをお願いします

R４年１月３１日まで
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オミクロン対策 「寅」の巻

オミクロンでもマスクは有効です

飲食店や自宅でも、大人数・大声・
大皿・大騒ぎは控えてマスク会食

其の四
飲食はマナーを守って

楽しまなー

距離がとれない場合、パーティショ
ンを利用し、大声は控えて

其の弐
人と人、間が愛だ

体調悪ければ登校や出勤は止める。

かかりつけ医、受診相談センターに連絡を

其の参
少々の症状でもご連絡を

換気、手洗い、消毒など基本的な
感染対策を徹底

其の六
幸せは予防で呼ぼう

ワクチンはオミクロンにも有効です。
不安な方は検査を受けてください

其の伍
ワクチン接種や
検査を受けんさい

其の壱
マスクは正しく着けますく
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感染警戒地域
区分 基準※ 都道府県数

感染流⾏厳重警戒地域（Ⅳ） 50.0人〜 39

感染流⾏警戒地域（Ⅲ） 30.0〜50.0人 3

感染注意地域（Ⅱ） 10.0〜30.0人 5

感染散発地域（Ⅰ） 〜10.0人 0

令和4年1月20日現在

※人口10万人当たりの直近1週間の新規感染者数

まん延防⽌等重点措置実施区域

（鳥取県）

全国の感染状況
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まん延防止等重点措置実施区域：群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・愛知県・岐阜県・
三重県・広島県・山口県・香川県・長崎県・熊本県・宮崎県・沖縄県

感染流行厳重警戒地域：北海道・青森県・茨城県・栃木県・石川県・福井県・山梨県・長野県・静岡県・滋
賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・愛媛県・福
岡県・佐賀県・大分県・鹿児島県 （鳥取県）
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◇基本的な感染対策の徹底
マスクはすき間なく正しく着用、十分な距離が取れないときはマスクを着用、混雑した場所や感染リスク
の高い場所を避ける

◇体調が悪い時は、無理せず県外との往来は避ける
◇行かれる先の自治体が出されている新型コロナ情報の確認を

帰省や旅⾏、仕事、研修も含めて
県外との不要不急の往来は当⾯控えてください

県外との往来について

全国各地で連日、過去最大の感染者を記録するなど、感染力の強い

オミクロン株が全国で急激に蔓延しています。

県外との往来の際のお願い

県外から来県・帰県される方へのお願い、一緒に過ごす際のお願い

◇来県前には事前にＰＣＲ等検査を受けましょう
◇家庭内での感染対策の徹底

「親しき仲にもマスクあり」、こまめな手洗い、こまめな換気、ドアノブなどの共用部分の消毒、タオル
や歯磨き粉・食べ物や食器などの共用を避ける、家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設利用も検討

◇発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を 39



特措法第２４条第９項による協力要請

40

区域 鳥取県全域

期間 令和４年１月20日から２月１３日まで

要請内容

県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば
控えましょう。
特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急

の往来は控えてください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、
県民の皆様に協力をお願いする制度です。



会食時のお願い

尾身会長発言（R4.1.18）

オミクロン株が急激に増えたものを疫学調査で分析すると、ほとんどのケース
が大きな声を出したパーティや会食、家などいろんな場面でも起きて、これらが
感染のほとんどの部分を示している。

こうした大声を出すパーティでは、お酒を飲んでマスクを外し、換気も悪いかも
しれない。こういったことが結局、リスクが非常に高いことはわかっている。

大人数、大声、大皿、大騒ぎは控えましょう。

お店だけでなく家でのホームパーティーなども
集団感染が多くみられます。

41



飲食店のオミクロン対策の徹底が必要です！

◆従業員全員で飲食店向けガイドラインの徹底をお願いします

・換気扇の常時稼働、定期的な窓開放による換気の徹底

・パーティション、斜め掛け等によるフィジカルディスタンスの確保

・従業員の体調管理の徹底

◆お客様にも対策を守ってもらうよう呼びかけをお願いします
・パーティションを外したり、座席の間隔を狭めない

・手指消毒、会話時のマスク着用の徹底

・大声を出さず、お酌や乾杯を控え、大騒ぎはNG

県内でオミクロン株の感染事例が相次いで確認され、飲食店で
のクラスターも発生しました

これまで以上に感染防止対策の徹底をお願いします

⻄部地区の特別警報発令を受け、⻄部地区繁華街の飲⾷店の緊急巡回点検を
1/20から実施し、感染防止対策の徹底を呼びかけ 42

○ お客様への啓発ツールをあらためて飲食店へ配布

○ インターネット上でもダウンロードできるようホームページで提供中



職場における感染対策のポイント
（新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(R4.1.19)「事業者への働きかけ」より）

43

各職場・店舗において業種別ガイドライン等の実践をお願い致します。

特に以下のポイントに留意の上、大切な職場をみんなで守りましょう

ポイント１ 出勤前/出勤後 ポイント２ 職場内での対策

ポイント３ 休憩時など ポイント４ 会議や出張など

 出張など移動を減らすためのテレ

ビ会議の活用

 在宅勤務（テレワーク）や時差出勤

等の導入

※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

 発熱等の症状が見られる従業員

の出勤自粛

 軽症状者に対する抗原簡易キット

等を活用した検査

 手洗いや手指消毒、せきエチケット、

職員同士の距離確保の徹底

 換気の徹底（CO２濃度測定器等の活用）

 複数人が触る箇所の消毒

 昼休みの時差取得

 居場所の切り替わり（休憩室、更衣室、

喫煙室等）時の注意の周知

 社員寮等の集団生活の場での対策



オミクロン株の症状は風邪の症状とよく似ています

発熱、せき、のどの痛みなど、ちょっとした風邪症状はコロナ感染の
重要なサイン!!

感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、

ご自分や大切な人を守るため、

少しでも症状がある場合は、無理に登校・出勤をせず、
かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう

職場も出勤前の体調確認、症状がある場合の出勤自粛など、
従業員への呼びかけをお願いします

体調悪ければ無理をしないで！

発熱等の症状が
出たときの相談先

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎日9:00~17:15
(ファクシミリ)  0857-50-1033

（東部地区） ☎ 0857-22-8111 上記以外の時間
（中部地区） ☎ 0858-23-3135
（⻄部地区） ☎ 0859-31-0029受診相談センター

休日を含め
24時間対応
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家庭内でもオミクロン株に注意して感染対策の徹底を

45
〇トイレ、バスルームなど共用スペースの利用は最小限にしましょう

〇換気しやすい部屋とし、他の家族と部屋を分けましょう（食事も家族と別の部屋で行いましょう）

親族や友人など親しい間柄との家庭内での飲食の場で感染が確認されています

家庭内においても、会話時のマスクの着用など感染対策の徹底をお願いします

家庭内にウイルスを持ち込まない

〇家に帰ったら「まずは手洗い」

家庭内で感染しない

〇「親しき仲にもマスクあり」
十分な距離が取れない時、会話時は、家庭内でもマスクを着けましょう

〇こまめな換気の徹底を
窓とドアなど2カ所を開けて30分に1回以上、1回5分間の換気を

〇よく手の触れる場所や共用部分のこまめな消毒（ドアノブ・手すり・スイッチ等）
共用部分は薄めた漂白剤で拭いた後に水拭きするかアルコール消毒を

〇歯磨き時は飛沫が飛びやすいので十分に注意を
歯磨きをしている人と距離を取る、換気のいい場所で行う、歯磨粉などを共用しない

〇タオルは個別で使用し、食べ物や食器の共用を避ける

家庭内に体調不良者がいる場合



○ マスクはすき間が出来ないよう顔に
フィットさせる

○ マスクを着用していても、
会話は短時間で、大声は避ける

○ 感染リスクの比較的高い場面では、できればフィルター
性能の高い不織布マスクの利用を
※布やウレタン素材よりも不織布の方が効果が高いことが示されています。
【市販マスクの性能（実測値）】※坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学作成資料を基に鳥取県作成

正しいマスクの着⽤方法について

なし ｳﾚﾀﾝ 布マスク
(フィルター無)

不織布マスク
ルーズ フィット

吐き出し時 100％ 48％ 28％ 24％ 18％
吸い込み時 100％ 82％ 70％ 45％ 25％

※マスク無しを100%とした時、
飛沫が漏れる割合を表したもの。
割合が低い⽅が飛沫の捕集率が
高く、効果が高い。
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人権配慮に係る県民へのメッセージ

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発
信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域
全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、
絶対にしないようにしましょう。

私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お
互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家
庭」「職場・学校」に広げていきましょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提
供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の４者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相
談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に
基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はし
ないようにしましょう。

今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行
為は絶対にやめましょう。
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